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令和３年度第２回千葉市文化財保護審議会議事録  

 

１  日   時   令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ４ 日 （ 火 ）  午 後 ２ 時 ～ ４ 時    

２  場   所   千 葉 ポ ー ト サ イ ド タ ワ ー １ ２ 階  教 育 委 員 会 室  

３  出  席  者  （ 委 員 ）  

                山 田 俊 輔 会 長 、 河 東 義 之 副 会 長 、 小 関 悠 一 郎 委 員 、  

菅 根 幸 裕 委 員 、 吉 村 稔 子 委 員 、 神 谷 睦 代 委 員  

       （ 事 務 局 ）  

        佐 々 木 生 涯 学 習 部 長 、 佐 久 間 文 化 財 課 長 、  

児 玉 文 化 財 課 長 補 佐 、 そ の 他 事 務 局 職 員  

４  議     題  

（ １ ）  会 長 ・ 副 会 長 の 選 任 に つ い て  

（ ２ ）  市 指 定 文 化 財 （ 史 跡 ） 猪 鼻 城 跡 （ 含 七 天 王 塚 ５ 号 塚 ） の 史 跡 範

囲 に つ い て  

５  議 題 の 概 要  

（ １ ）  委 員 の 改 任 に 伴 い 、 委 員 の 互 選 に よ り 会 長 ・ 副 会 長 を 選 任 し た 。 

（ ２ ）  事 務 局 よ り 発 掘 調 査 結 果 に 基 づ く 案 を 説 明 し 了 承 を 得 た 。  

６  報 告 事 項  

（ １ ）  歴 史 的 建 造 物 （ 古 民 家 ） の 事 前 調 査 の 結 果 に つ い て  

（ ２ ）  旧 生 浜 町 役 場 庁 舎 の 警 備 機 器 の 更 新 に つ い て  

７  会 議 経 過  

議 題 （ １ ） 会 長 ・ 副 会 長 の 選 任 に つ い て  

 （ 司 会 ） 会 長 ・ 副 会 長 の 選 任 は 、 千 葉 市 文 化 財 保 護 条 例 施 行 規 則 に よ り 、 

互 選 に よ っ て 選 出 す る こ と と さ れ て い る 。委 員 の 方 々 に よ る 推 薦 は

あ る か 。  

 （ 神 谷 委 員 ） 山 田 委 員 を 推 薦 す る 。  

（ 出 席 委 員 ） 異 議 な し  

（ 山 田 委 員 ） 会 長 に 選 任 さ れ た の で 、 副 会 長 の 選 任 を 行 う 。  

      副 会 長 は 河 東 委 員 に お 願 い し た い 。  

（ 河 東 委 員 ） 承 諾  

（ 山 田 会 長 ） 議 事 に 入 る 前 に 、 議 事 録 署 名 人 と し て 神 谷 委 員 を 指 名 す る 。 

（ 神 谷 委 員 ） 承 諾  
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議 題 （ ２ ） 市 指 定 文 化 財 （ 史 跡 ） 猪 鼻 城 跡 （ 含 七 天 王 塚 ５ 号 塚 ） の   

史 跡 範 囲 に つ い て  

（ 山 田 会 長 ） 議 題 （ ２ ） に つ い て 事 務 局 よ り 説 明 を 願 う 。  

【 事 務 局 が 市 指 定 文 化 財（ 史 跡 ）猪 鼻 城 跡（ 含 七 天 王 塚 ５ 号 塚 ）  

の 史 跡 範 囲 に つ い て 報 告 】  

（ 山 田 会 長 ） 調 査 の 際 、 現 地 で 確 認 し た が 、 ト レ ン チ A・ D で 古 墳 の 周 溝

と 考 え ら れ る 溝 跡 が 検 出 さ れ た こ と で 、 今 回 の 調 査 に よ っ て

概 ね 古 墳 の 範 囲 は 確 認 す る こ と が で き た と 考 え て い る 。 こ の

調 査 結 果 を 受 け 、 塚 の 残 存 す る 範 囲 と そ の 周 囲 を バ ッ フ ァ ゾ

ー ン に 設 定 し 、塚 を 保 存 す る 史 跡 範 囲（ 案 ）が 事 務 局 よ り 提 示

さ れ た も の で あ る 。  

（ 山 田 会 長 ） た だ い ま の 説 明 に つ い て 、 何 か 質 問 ・ 意 見 等 は あ る か 。  

      【 質 問 ・ 意 見 無 し 】  

（ 山 田 会 長 ） 質 問 ・ 意 見 等 は 無 い よ う な の で 、 本 議 題 の 議 決 を 行 う 。  

七 天 王 塚 ５ 号 塚 の 史 跡 範 囲 は 別 紙 1（ 発 掘 調 査 結 果 及 び 七 天

王 塚 5 号 塚 史 跡 範 囲 ） に あ る 案 の と お り で 問 題 な い か 。  

      【 異 議 な し 】  

（ 山 田 会 長 ）事 務 局 に お い て は 、今 回 の 審 議 の 結 果 を も と に 、今 後 の 事 務

を 進 め て い た だ き た い 。  

 

報 告 事 項 （ １ ） 歴 史 的 建 造 物 （ 古 民 家 ） の 事 前 調 査 の 結 果 に つ い て  

 （ 山 田 会 長 ） 報 告 事 項 （ １ ） に つ い て 、 事 務 局 よ り 説 明 を 願 う 。  

       【 事 務 局 職 員 が 歴 史 的 建 造 物（ 古 民 家 ）の 事 前 調 査 の 結 果 に

つ い て 報 告 】  

       【 河 東 委 員 が 歴 史 的 建 造 物 （ 古 民 家 ） に 関 す る 所 見 を 報 告 】 

（ 山 田 会 長 ） た だ い ま の 説 明 に つ い て 、 何 か 質 問 ・ 意 見 等 は あ る か 。  

 （ 山 田 会 長 ）所 見 に お い て 、建 物 の 維 持 保 存 は 短 期・中 期・長 期 と 段 階 的      

に 実 施 す べ き と さ れ て い る 。近 年 の 台 風 等 の 気 象 状 況 を 考 慮 す   

る と 、短 期 的 整 備 を 早 急 に 実 施 す べ き だ と 思 う が 、具 体 的 に ど   

の よ う な 方 法 が 考 え ら れ る の か ？  

（ 河 東 委 員 ）短 期 的 整 備 と し て は 、小 屋 裏 の 屋 根 修 復 が 必 要 で あ る 。応 急   

的 な 追 加 工 事 は な さ れ て い る が 、今 の 状 態 で 何 年 持 つ か は 不 明    

で あ る 。建 物 正 面 の 追 加 工 事 は 不 要 で あ る が 、北 側 と 天 井 部 は  

新 た な 鉄 板 で 塞 ぐ 必 要 が あ る 。な お 、北 側 は 建 物 の 背 面 で あ る  
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こ と か ら 、正 面 と 同 じ 金 属 屋 根 で 覆 う 必 要 は な く 、簡 易 的 な 鉄  

板 で 覆 え ば 良 い 。中 期 的 に は 、あ る 程 度 建 物 内 部 を 含 め た 復 原  

を 行 う 必 要 が あ る 。 茅 葺 屋 根 の 修 復 は 長 期 的 な も の と 捉 え 、  

活 用 の 方 針 等 が 明 確 に な っ た 段 階 で 将 来 的 に 実 施 す べ き も の  

で あ る と 考 え て い る 。  

（ 山 田 会 長 ）当 該 建 造 物 は 、式 台 玄 関 を 持 つ 江 戸 時 代 の 農 家 建 築 と し て は  

千 葉 市 に 唯 一 残 存 す る 建 物 で あ り 、可 能 な 限 り 保 存 を 図 る 必 要  

が あ る と 考 え ら れ る 。保 存 に 際 し て は 、所 有 者 の 負 担 が 大 き い  

内 容 と な る こ と か ら 、市 と 所 有 者 で 協 議 を 行 い 、市 と し て で き     

る だ け の サ ポ ー ト を す る 必 要 が あ る 。  

（ 小 関 委 員 ） 所 有 者 は 、 建 物 の 重 要 性 と 保 存 の 必 要 性 に 対 し 、 現 段 階 で  

ど の よ う な 考 え を も っ て い る の か ？  

（ 事 務 局 ）こ れ ま で の 調 査 記 録・所 見 等 は 、現 所 有 者 と そ の ご 子 息 に 適  

宜 お 伝 え し て お り 、文 化 財 的 価 値 が 高 い こ と は 認 識 し て い た だ  

い て い る 。現 段 階 で は 、可 能 な 限 り 建 物 を 保 存 し た い と の 意 向   

を 伺 っ て い る が 、修 復 と 長 期 的 な 維 持 に は 多 額 の 費 用 が 必 要 で   

あ り 、 そ の 全 て を 負 担 す る こ と は 難 し い と の 見 解 で あ る 。  

（ 河 東 委 員 ）活 用 方 法 に よ っ て 必 要 な 修 復 の 内 容 が 異 な っ て く る の で 、本

格 的 な 修 復 を 行 う 際 は 、事 前 に 活 用 方 法 に つ い て の 検 討 を 十 分

に 実 施 す る 必 要 が あ る 。  

（ 神 谷 委 員 ）市 指 定 文 化 財 に な っ た 際 は 、小 学 校 の 社 会 科 見 学 な ど 学 校 教  

育 と 連 携 し た 活 用 を 検 討 す べ き だ と 考 え て い る が 、所 有 者 は ど  

の よ う な 考 え を 持 っ て い る か 。  

（ 事 務 局 ）台 風 に よ る 被 害 を 受 け る 以 前 は 、 近 隣 小 学 校 の 社 会 科 見 学  

等 を 受 け 入 れ て い た だ い て お り 、 指 定 文 化 財 と な っ た 際 の 活  

用 は 必 須 で あ る こ と を お 伝 え し て い る 。  

（ 河 東 委 員 ） 同 じ 地 域 の 人 々 に 、 こ の 建 物 に 文 化 財 的 価 値 が あ る こ と を  

知 っ て も ら い 、 地 域 の 共 有 の 遺 産 で あ る と い う 認 識 を 広 く 持  

っ て も ら う 必 要 も あ る だ ろ う 。 花 見 川 沿 岸 の 農 村 風 景 ・ 歴 史  

と し て も 価 値 は あ る の で は な い か 。  

（ 菅 根 委 員 ） 文 化 財 保 護 法 が 改 正 さ れ 、 文 化 財 の 保 存 と 活 用 に 際 し て 、  

地 域 経 済 の 活 性 や 地 域 振 興 に 資 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

指 定 文 化 財 と な っ た 際 は 、 有 料 化 を 含 め た 文 化 財 の 公 開 を 検  

討 す る 必 要 が あ る 。  
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（ 吉 村 委 員 ） 所 見 に よ る と 昭 和 5 4 年 の 報 告 書 に 、 畑 町 町 内 に 「 斎 藤 家 」   

が 現 存 す る と 記 載 が あ る が 、 現 存 す る の で あ れ ば 同 時 代 ・ 同  

規 模 の 建 物 と し て 調 査 を す る 必 要 等 が あ る の で は な い か 。  

（ 河 東 委 員 ） 斎 藤 家 は 雑 賀 家 の 隣 宅 で あ り 、 長 屋 門 と 母 屋 が 現 存 し て い  

る 。 雑 賀 家 の よ う な 式 台 玄 関 を 持 っ た 意 匠 で は な い も の の 、  

平 面 構 造 は よ く 似 て お り 、 時 期 的 に も ほ ぼ 同 じ 時 期 の 建 築 だ  

と 思 わ れ る 。  

（ 事 務 局 ）雑 賀 家 を 含 め 、 文 化 財 は 地 域 共 有 の 遺 産 で あ る と い う 指 摘  

を 踏 ま え 、 今 後 、 所 有 者 の 同 意 が 得 ら れ れ ば 、 建 物 の 現 状 確

認 等 を 実 施 し て い き た い と 考 え て い る 。  

（ 山 田 会 長 ） 他 に 何 か 質 問 ・ 意 見 等 は あ る か 。  

      【 質 問 ・ 意 見 無 し 】  

（ 山 田 会 長 ）事 務 局 に お い て は 、報 告 の 内 容 を も と に 、今 後 の 事 務 を 進 め

て い た だ き た い 。  

 

報 告 事 項 （ ２ ） 旧 生 浜 町 役 場 庁 舎 の 警 備 機 器 の 更 新 に つ い て  

 （ 山 田 会 長 ） 報 告 事 項 （ ２ ） に つ い て 、 事 務 局 よ り 説 明 を 願 う 。  

       【 事 務 局 職 員 が 旧 生 浜 町 役 場 庁 舎 の 警 備 機 器 の 更 新 に つ い て

報 告 】  

（ 山 田 会 長 ） た だ い ま の 説 明 に つ い て 、 何 か 質 問 ・ 意 見 等 は あ る か 。  

      【 質 問 ・ 意 見 無 し 】  

（ 山 田 会 長 ）事 務 局 に お い て は 、報 告 の 内 容 を も と に 、今 後 の 事 務 を 進 め

て い た だ き た い 。  

 （ 山 田 会 長 ） こ れ に て 議 事 を 終 了 す る 。  
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